
I

第

699

号

、/、／、＝

S
リーダ←ァ皇うくクラブ季

①｡缶■■■心●■色白巳■｡｡●旬■｡｡■。■■q■甲■P■口●毎千口■字＝守一子＝一一一一一一一一ーーーー~

r品■.･品・だ;益秘淫･ざ3．$･品｡.T3．･ふ・曲竃ふきざ宝五・万ざ頃亜憂ﾛ二口二・迭垂聖堂Q空望且恕巽月樫一・_･品一
鍔 …塞一…｡｡_｡.＝ざ詩……
………溢津…壷首重土P聖霊壷.：誰…”…pp旦夕＝＝垂＝-蚕＝壷石且右~0--弓玉b~.~･~.~ざp~･~･~・■~・ロ･･･・・・寺・口中。｡◆・●二一句◆■｡｡■｡｡■■・・●G●●◆凸･●ﾛﾛ●

蕊蕊蕊鍵蕊蕊蕊蕊溌蕊蕊

リーダァスクラブFAXニュース

(1996年）軸8年11月1日金曜日

株式会社 FPｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ
大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-209-7678

編集発行人：税理士三輪厚二Fax:06-209-8145

○

2つの取引所に上場されている株式の評価

Q:上場株式の評価額を計算する場合に、

ある銘柄は住所地に近い証券取引所の株価を
選択し、ある銘柄は発行会社の本店の所在地
に近い証券取引所の株価を選択するといった

ことは認められますか。

J:認められます。

【解説】

上場株式は証券取引所が全国に8カ所もあ

り、同じ銘柄が2以上の証券取引所に上場さ

れている例も多く見受けられます。しかし、

地方の証券取引所は出来高も少なく、東京又
は大阪証券取引所の写真相場でもあるこが多
いようですから、証券取引所が異なることに

よって生ずる株価の値幅は、極めて小さいの

が普通のようです。

評価通達によりますと、2以上の証券取引

所に上場されている株式については、原則と
して、その株式の発行会社の本店所在地の最

寄りの証券取引所が公表する価格によって評

価することとしています。

ただし、納税義務者の納税地の最寄りの証

券取引所が公表する価格を選択したときはそ

の価格によって評価してもよいこととされて

います。

納税地とは、一般的に相続税の場合には、

被相続人の死亡の時における住所地、贈与税

の場合は受贈者の住所地をいいます。
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